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検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
を
有

す
る
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で

選
ば
れ
た　

人
の
検
察
審
査
員
が
、

１１

国
民
を
代
表
し
て
検
察
官
が
事
件

を
起
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
（
不
起

訴
処
分
）
の
善
し
悪
し
を
審
査
す

る
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
中
で
、
交
通
事
故
・

盗
難
・
詐
欺
・
横
領
な
ど
被
害
に

あ
っ
た
人
や
犯
罪
や
告
訴
・
告
発

し
た
人
が
検
査
官
の
不
起
訴
処
分

を
不
服
と
し
て
、
検
察
審
査
会
に

申
し
立
て
の
あ
っ
た
と
き
に
審
査

を
始
め
ま
す
。
申
し
立
て
が
な
く

て
も
、
検
察
審
査
会
が
職
権
で
不

起
訴
事
件
を
取
り
上
げ
て
審
査
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

審
査
の
申
し
立
て
に
は
一
切
費

用
は
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、

秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

函
館
市
上
新
川
町
１－
８

　

函
館
検
察
審
査
会

（
函
館
地
方
裁
判
所
内
）

�
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３
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小
学
校
修
了
前
の
児
童
（
満　
１２

歳
の
年
度
末
ま
で
）
を
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
公

務
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
先
に
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。）
た
だ
し
、
前

年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
、

所
得
制
限
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。

【
手
当
月
額
】

※
３
歳
未
満

　

・
一
律　
　
　
　

１
万
円

※
３
歳
以
上

　

・
第
１
子　
　
　

５
千
円

　

・
第
２
子　
　
　

５
千
円

　

・
第
３
子
以
降　

１
万
円
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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児

童
（
満　

歳
の
年
度
末
ま
で
）
を

１８

育
て
る
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

・
父
母
の
離
婚

　

・
父
の
死
亡

　

・
父
の
生
死
不
明

　

・
父
が
重
度
の
障
害

　

・
父
が
一
年
以
上
の
遺
棄
ま
た

は
拘
禁

　

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生

ま
れ
た
児
童

　

た
だ
し
、
公
的
年
金
を
受
給
し

て
な
い
等
の
支
給
要
件
及
び
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。
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身
体
、
精
神
に
一
定
の
障
害
が

あ
る　

歳
未
満
の
児
童
を
育
て
る

２０

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

※
各
手
当
の
申
請
等
詳
し
く
は
、

役
場
保
健
福
祉
課
育
児
支
援
グ

ル
ー
プ
（�
　

－

２
２
７
５
）
へ

４２

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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総
務
省
統
計
局
で
は
、
家
計
収

支
の
面
か
ら
国
民
生
活
の
実
態
を

明
ら
か
に
し
て
国
や
地
方
の
政
策

に
生
か
す
た
め
「
家
計
調
査
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
地
域
は
無
作
為
に
選
ば
れ

ま
す
。
ま
た
、
調
査
員
な
ど
統
計

関
係
者
は
、
調
査
票
に
書
か
れ
た

こ
と
を
他
に
漏
ら
し
た
り
、
統
計

以
外
の
目
的
に
使
う
こ
と
を
統
計

法
と
い
う
法
律
で
固
く
禁
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

調
査
地
域
内
の
ご
家
庭
に
調
査

員
が
伺
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
に
つ
い
て
不
明
な

点
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら

渡
島
支
庁
地
域
振
興
部

　
　
　
　
　

地
域
政
策
課
統
計
係
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ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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●
応
募
資
格

　

日
本
国
籍
を
有
す
る　

歳
以
上

１８

　

歳
未
満
の
者
（
採
用
種
目
に
よ

２７り
対
象
年
齢
が
異
な
り
ま
す
。）

●
給
与

　

初
任
給
は　

万
７
千　

円
（
基

１５

５１０

準
）
で
宿
舎
費
・
食
事
・
被
服
支

給
ま
た
は
貸
与

●
ボ
ー
ナ
ス　

年
４
・　

ヵ
月
分

４５

●
採
用
試
験

◇
２
等
陸
・
海
・
空
士
（
男
子
）

　
　

平
成　

年
９
月　

日
（
日
）

１９

１６

　
　

・　

日
（
水
）・　

日
（
木
）

１９

２０

▼
受
付
期
間　

８
月
１
日
（
水
）

〜
９
月　

日
（
金
）

１４

◇
２
等
陸
・
海
・
空
士
（
女
子
）

　
　

平
成　

年
９
月　

日
（
月
）

１９

２４

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
（
火
）

２５

▼
受
付
期
間　

８
月
１
日
（
水
）

〜
９
月
７
日
（
金
）

※
詳
し
く
は
、
自
衛
隊
松
前
地
域

事
務
所
（�
　

－

３
７
７
４
）
ま

４２

た
は
、
役
場
生
活
環
境
課
生
活
環

境
グ
ル
ー
プ（�
　

－

２
２
７
５
）

４２

ま
で
連
絡
願
い
ま
す
。


